市民活動プラザ星園　貸室使用要領
１．目的
市民活動プラザ星園の一部を活用して、ＮＰＯ等の市民まちづくり活動団体に対して、活動を
円滑に行うために必要な貸室を公平公正に提供するために必要な事項について定める。
２．貸室の概要

（１）管理運営団体
市民活動プラザ星園の管理運営は、特定非営利活動法人コミュニティワーク研究実践セン
ター（以下、「実践センター」と言う。）が行う。
（２）貸室の定義
市民まちづくり活動（札幌市市民まちづくり活動促進条例に定める「市民まちづくり活動」のことを言う。以下同じ。）の促進のために、本施設２階、３階の一部で管理運営団体が指定する場所とする。

（３）貸室の使用資格
　　①登録者
市民活動プラザ星園貸室使用登録者

②入居者
市民活動プラザ星園活動スペース入居者及びシェア団体及び個人。
　
（４）市民活動プラザ星園施設貸室使用登録者
　①登録資格

ア　札幌市内で市民まちづくり活動を行っている団体及び個人。

イ　市民まちづくり活動の促進に寄与することを目的で使用する団体。

　②登録手続き

ア　登録希望者は、市民活動プラザ星園施設貸室使用登録申請用紙（様式１）に必要事項を記載し、管理運営団体に提出する。
イ　管理運営団体が登録の承認を決定したときは、登録希望者に市民活動プラザ星園貸室使用登録者証（様式２）を登録希望者に交付し、登録手続き完了とします。
ウ　市民活動プラザ星園貸室使用登録者証の有効期限は令和１１（２０２９）年３月３１日までとする。

ただし、３の（８）および（９）の規定に該当した場合は、返還を求めるとともに貸室の利用を制限し、又は取り消しすることがある。
　（５）使用可能時間と休館日及び点検日について

①　使用可能時間
９時から２１時
2 時間区分

貸室の使用区分は以下の午前、午後、夜間、全日の４区分を原則とする。但し、使用日の
１４日前からは、１時間単位での使用を受け付ける。

午前：　９時から正午　
午後：１３時から１７時

夜間：１８時から２１時
全日：　９時から２１時
③　休館日

１２月２９日から１月３日までは市民活動プラザ休館日のため使用できない。臨時休館日、災害時その他やむを得ない事由が有るときも同様とする。
④　休館日の設定及び使用時間の変更

管理運営団体が特に必要があると認めた際は、臨時に使用時間の変更や休館日を設け、事前に周知する。
　　⑤　点検日
　　　　毎週月曜日は、設備点検、整備を行う点検日のため休館とし使用できない。なお、月曜日が祝日と重なる場合は、月曜日の使用を可能とし翌日を点検日とする。
（６）登録者の貸室使用料金
	名称
	定員
	面積
	内訳
	午前
	午後
	夜間
	全日
	１時間

	
	
	（㎡）
	
	９時～12時
	13時～17時
	18時～21時
	９時～21時
	

	活動室
	100名
	363
	使用料金
	5,060
	7,200
	5,720
	17,980
	1,870

	
	
	
	暖房費
	1,860
	2,460
	1,860
	6,180
	660

	会議室
	60名～100名
	128
	使用料金
	4,730
	6,650
	6,050
	17,430
	1,870

	（大）
	
	
	暖房費
	1,320
	1,740
	1,320
	4,380
	480

	会議室
	45名
	96
	使用料金
	2,910
	4,620
	4,070
	11,600
	1,260

	（中）
	
	
	暖房費
	1,320
	1,740
	1,320
	4,380
	480

	会議室
	18名
	32
	使用料金
	1,040
	1,500
	1,370
	3910
	490

	（小）
	
	
	暖房費
	660
	900
	660
	2220
	240

	特別
活動室
	22名
	64
	使用料金
	1,700
	2,250
	1,920
	5,870
	710

	
	
	
	暖房費
	1,320
	1,740
	1,320
	4,380
	480


※暖房費は、冬期間（１１月～４月）に使用する場合に徴収する。冬期間以外についても、暖

房器具の使用の申出があった場合は上記表の暖房費を納付した上での使用は可能とする。

（７）登録者の備品使用料金
	物品名
	貸出可能
台    数
	料   金
（１区分当たり）

	プロジェクター
	１
	\1,000

	スクリーン
	１
	\500

	ポータブルマイク
	２
	\350

	液晶モニター
	1
	¥3,000


　　※上記の使用料金は、区分ごとの使用料金とする。また全日使用の場合は、表に規定する
料金の３倍とする。予約については、使用する貸室の予約開始日と同様とする。
　（８）入居者の使用料金
　　（６）および（７）に規定する料金の９０％とする。ただし、貸室の１時間当たりの料金
および暖房料については、登録者料金を適用する。

（９）定期使用について

　　①　定義

　　　　３カ月以上連続して定期的に貸室を使用する場合をいう。
　②　申込方法
定期使用を希望する者は、「市民活動プラザ星園　貸室定期使用仮申込書」（様式３）に
　　　必要事項を記入の上、申し込みする。受付は先着順とする。
③　使用料金

　　　　使用料金の納付については、使用希望日の属する月の前月末日までに使用料金を納付し
なければならない。納付期限までに納付がない場合は、申し込みを取り消しする。
３．申込みから使用までの手続き
（１）申込及び仮予約の受付時間　

①　９時から１９時までとする。
②　登録者については、利用予定日から起算して３日前から夜間区分の予約はできない。
（２）申込方法
　①　使用希望者は貸室使用申請書（様式５）を記載し、管理運営団体に提出する。

2 管理運営団体は申請内容を審査し、使用の可否を決定する。
3 申請内容の確認後、使用希望者は、原則として管理運営団体に使用料金の全額を現金で納付する。

4 管理運営団体は、使用料金の全額の納付を確認後、様式５を複写し使用希望者に交付する。使用希望者はこの時点から申込者となる。

（３）申込受付開始日
	使用年月日
	申込受付開始日

	
	定期使用・入居者
	登録者

	１０月１日から翌年３月３１日まで
	３月１日
	４月１日

	翌年４月１日から翌年９月３０日まで
	９月１日
	１０月１日


①　申込受付開始日の受付開始時間：９時から１９時
②　申込受付は、９時より順次先着順とする。
③　登録者の申込受付開始日の翌日までは、同一使用者の同一時間区分の申込及び予約は週２回を限度とする。
④　申込受付開始日が、休館日の場合は、その翌日とする。

（４）電話予約および料金の支払い
①　申込受付開始日より、電話予約を受け付けする。この場合、予約完了後に「仮予約」と
なり、利用日の２週間前までに上記（２）に定める手続きを完了しなければならない。

　②　①に定める期間内に手続きが完了しない場合は、利用日の前日から起算して１３日前～
７日前までにキャンセルする場合は貸室料（暖房料含む）の５０％を、利用日の前日から
起算して６日前～当日までにキャンセルする場合は貸室料（暖房料を含む）の１００％を
キャンセル料として請求する。
（５）申込内容の変更及び取消
　　①　申込者は上記（２）①の貸室使用申請書に記載した内容の変更または取消を希望する場
合は、使用日の２週間前までに「貸室使用申込（取消・変更）申請書」（様式６）を管理運
営団体に提出しなければならない。使用日２週間前を経過した場合は、当初の貸室申込を
取り消し、再度使用申込しなければならない。管理運営団体は変更内容を確認の上「貸室
使用申込（取消・変更）承認書」（様式７）を交付する。

　　②　貸室申込時の貸室から小規模の貸室に変更する場合は、その申込区分を取り消し、改め

　　　て申し込みしなければならない。

　　③　変更の申し出は１区分につき、１回限りとする。再度変更する場合は、その申込区分を
　　　取り消し、新たに使用申込しなければならない。
（６）使用料金の還付について
①　管理運営団体は、（５）に基づき取消をした場合、使用日の２週間前までの取消しについ
ては使用料の５０％を還付し、それ以降については還付しない。変更にあたっては、その
差額分を徴収する。なお、貸室申込時の貸室から小規模の貸室に変更する場合に発生する
差額余剰は還付しない。

　　また、以下の理由の場合に限り、全部又は一部を還付する。

ア　使用希望者の責めに帰することのできない事由により使用不能となった場合

イ　災害や公益上やむを得ない事由により使用不能となった場合

ウ　管理運営団体が相当の事由があると認めたとき
　　②　使用料金の還付は、原則として銀行振込により還付する。申込者は「市民活動プラザ星園　
　　　貸室利用料金返納振込先申出書」（様式８）に必要事項を記入の上、管理運営団体に提出し
　　　なければならない。ただし、還付金額が小額であり、管理運営団体がその提出を必要ないと
　　　認める場合は、現金により還付するものとする。この場合、差引余剰により差額の還付を受
　　　けた申込者は管理運営団体に対し、領収したことが分かる書類（領収書等）を発行しなけれ
ばならない。
（７）使用について
　①　管理運営団体職員が、貸室使用申請書の内容を確認し、使用者に使用する貸室の鍵及び

使用備品を貸し出しする。
2 使用者は、使用終了までに原状を回復し、受付に貸室の鍵及び使用備品を返却しなければ
ならない。
3 管理運営団体職員が、貸室及び使用備品の状態を確認する。
（８）使用の不承認
管理運営団体は、次のいずれかに該当する場合は、使用は承認しない。

①　２．（３）の使用資格に該当しない場合

②　公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認める場合

③  施設、備品等をき損し、又は滅失するおそれがあると認める場合

④　物販、飲酒、飲食を目的とする場合

⑤　貸室の定員を超える不特定多数の参加が見込まれる場合　　
⑥  その他、当該施設の管理運営上支障があると認める場合
（９）使用の取消

　　　管理運営団体は、次のいずれかに該当する場合は、使用承認を取り消しする。

　　　　①  使用者が使用承認等の条件に違反した場合

②　偽りその他不正な手段により使用承認等を受けた場合

　　　　③　公益上やむを得ない事由が生じた場合

　　　※①・②については使用料金を還付しない。

（10）目的外使用等の禁止
　　　使用者が、貸室の使用承認を受けた目的以外に使用し、その全部若しくは一部を転貸し、
又はその権利を他に譲渡することは禁止する。
（11）喫煙について

敷地内禁煙とする。
（12）賠償
管理運営団体は、使用者が故意に備品等をき損し、汚損し、又は滅失した者は、その損害
を賠償する。ただし、管理運営団体が、やむを得ない事由があると認めたときは、賠償額を
減額し、又は免除することがある。

（13）関係法令等の遵守

使用にあたっては、本要領又は関係規則、並びに、札幌市の定める諸規定を遵守しなければならない。
（14）その他

①　必要な事項が生じた場合は、管理運営団体が別に定める。

　　②　本要領の内容については、市民活動プラザの運営状況を鑑み、毎年内容を検討するものと
する。
　　　附　則　　この要領は令和７年４月１日から施行する。
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